
（貨
貸

住
宅

の
管

理
業

務
等

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

第
十

二
条

第
四

項
関

係
）

(A4) 

賃
貸

住
宅

管
理

業
務

実
務

経
験

証
明

書

（
フ

リ
ガ
ナ
）

ナ
カ

ダ
カ

ッ
タ

カ

賓
い

被
証

明
者

氏
名

中
田

勝
隆

実
務

経
験

先
及

ぴ
在

職
期

間
証

明
者

※
登

録
番

号
（
 

）
第

号
［賃

貸
住

宅
管

理
業

者
］

（
 

）
第

号

商
号

又
は

名
称

※
登

録
番

号

職
務

内
容

商
号

又
は

名
称

※
従

業
者

証
明

書
番

号

年
月

日
か

ら

在
職

期
間

年
月

日
ま

で
代

表
者

氏
名

年
月

間

※
登

録
番

号
（
 

）
第

号
l
 【宅
地

建
物

取
引

業
者

】
国

土
交

通
大

臣

商
号

又
は

名
称

株
式

会
社

中
村

屋
不

動
産

免
許

番
号

東
京

都
知

事
(

11
)

第
1749

7
号

職
務

内
容

賃
貸

住
宅

管
理

商
号

又
は

名
称

株
式

会
社

中
村

屋
不

動
産

※
従

業
者

証
明

書
番

号

19
9
9
 年

2
月

1
日

か
ら

在
職

期
間

2
0
0
5

年
1

月
3
1
日

ま
で

代
表

者
氏

名
加

藤
富

保
6

年
0

月
間

※
登

録
番

号
（
 

）
第

号
i

管
理

受
託

契
約

の
相

手
方

で
あ

る
賃

貸
人

［
オ

ー
ナ

ー
】

商
号

又
は

名
称

職
務

内
容

住
所

※
従

業
者

証
明

書
番

号

年
月

日
か

ら

在
職

期
間

年
月

日
ま

で
氏

名

年
月

間

在
職

期
間

計
6

年
0

月
間

※
貨
貸
住
宅
の
管

理
業

務
等

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
く

登
録

番
号

・
従

業
者

証
明

薔
番

号
が

な
い

場
合

は
、

空
欄

の
ま

ま
ご

提
出

く
だ
さ
い
。

誓
約

事
項

上
記

の
記

載
事

項
は

、
事
実
と
相
違
な
い
こ
と
を
誓
約
し
ま
す

。

申
請
肴
氏
名

中
田

勝
隆

堡

備
考

1
 
証

明
は

実
務

経
験

先
の

賃
貸

住
宅

管
理

業
者

等
が

行
う

も
の

と
し、

申
請

者
が

貨
貸

住
宅

管
理

業
者

（
法

人
で

あ
る

と
き

は
、

そ
の
役
員
）
で
あ
る
と
き
は
、

他
の
貨
貸

住
宅

管
理

業
者

、
宅

地
建

物
取

引
業

者
又

は
特

定
賃

貸
借

契
約

若
し

く
は

管
理

受
託
契
約
の

相
手

方
で

あ
る

賃
貸

人
（

オ
ー
ナ
ー

）
が
証
明

す
る

こ
と

。
2
 
証
明
者
が

法
人

で
あ

る
場

合
に
お
い
て

は
、
代
表
者

が
証

明
す
る
こ
と
。

3
 
貨

貸
住

宅
の

管
理

業
務

等
の

適
正
化
に

関
す
る
法
律

に
基

づ
く

登
録

番
号

が
変
更

さ
れ

て
い
る

と
き
は、

区
別

し
て

記
載

す
る
こ
と
。

4
 
職

務
内

容
は

貨
貸

住
宅

管
理

に
関
す
る
管

理
業
務
の
経
験
が

2
年

以
上

必
要

で
す

。
直

近
で
証

明
で
き
る
職
務

内
容
を

記
載

し
、

貨
貸
住
宅
管

理
業

務
に

あ
た

ら
な

い
業

務
に
従

事
し

て
い

た
期

間
に

つ
い

て
は
実
務
経
験
の
期

間
と
は

認
め
ら
れ
な

い
た

め、
記
載
し
な
い

こ
と。
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